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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第73期
第２四半期
連結累計期間

第74期
第２四半期
連結累計期間

第73期

会計期間
自  平成23年４月１日
至  平成23年９月30日

自  平成24年４月１日
至  平成24年９月30日

自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日

売上高 (千円) 33,717,642 34,498,908 70,611,516

経常利益 (千円) 3,916,878 3,943,133 8,555,240

四半期(当期)純利益 (千円) 2,478,724 2,226,971 5,300,270

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 2,578,868 2,403,691 5,426,491

純資産額 (千円) 18,884,810 23,591,539 21,625,740

総資産額 (千円) 45,459,425 47,869,561 46,713,128

１株当たり四半期(当期)純利益 (円) 37.18 33.12 79.16

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) ― 33.12 ―

自己資本比率 (％) 40.2 47.9 45.0

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 1,539,174 1,549,841 5,941,962

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △652,184 △1,008,297 △1,311,502

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △1,342,274 △216,360 △4,380,382

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 2,201,375 3,662,555 2,821,659

　

回次
第73期
第２四半期
連結会計期間

第74期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自  平成23年７月１日
至  平成23年９月30日

自  平成24年７月１日
至  平成24年９月30日

１株当たり四半期純利益 (円) 17.93 15.49

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．第73期第２四半期連結累計期間及び第73期の潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、潜

在株式が存在しないため記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている

事業の内容について、重要な変更はありません。

また、主要な関係会社の異動は、以下のとおりであります。

（アジア）

当社グループにおける重要性が増したことにより、「鬼怒川橡塑(蕪湖)有限公司」及び「PT.KINUGAWA

INDONESIA」を新たに連結の範囲に含めております。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項

のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に

記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

なお、重要事象等は存在しておりません。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したもので

あります。

　
(1)  業績の状況

当第２四半期連結累計期間のわが国経済は、震災の復興需要やエコカー補助金等の政策効果による内

需の回復はあったものの、円高の長期化や新興国経済の減速等により、景気は足踏み状態となっていま

す。

当社の主要得意先の自動車生産は、国内は前年の震災による生産停止の影響や再開されたエコカー補

助金の効果などにより、前年同期比で約１割の増加となりました。海外は新興国を中心とした販売の増加

により、約１割増加しました。グローバルでは前年同期比で約１割の増加となりました。

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は、３４４億９千８百万円（前年同期比2.3％増）とな

りました。部門別の売上高は、車体シール部品は米州及びアジアの生産量の増加により１６６億６千９百

万円（前年同期比7.3％増）、防振部品は生産量の減少により７０億７千４百万円（前年同期比6.9％

減）、ブレーキ部品は生産量の増加により６９億４千５百万円（前年同期比4.9％増）、その他製品は受

注の減少により３２億１百万円（前年同期比6.4％減）、その他事業は受注の増加により６億９百万円

（前年同期比12.5％増）となりました。

損益につきましては、調達資材のＬＣＣ化・汎用化及びアジアでのモノ造り改善活動などにより、営業

利益は３９億２千７百万円（前年同期比0.1％増）、経常利益は３９億４千３百万円（前年同期比0.7％

増）、四半期純利益は２２億２千６百万円（前年同期比10.2％減）となりました。

なお、セグメント別の状況は次のとおりであります。

[ 日本 ]

売上高は、主要得意先の自動車生産台数は増加しましたが、防振部品及びその他製品の減少により、

２４７億１千２百万円（前年同期比1.5％減）となりました。営業利益は、モノ造り改善・調達資材の

ＬＣＣ化・汎用化などの合理化を継続したものの、モデルチェンジ等による製品構成の変化及び建機

他の輸出向け部品の減少などにより、２５億３千７百万円（前年同期比11.6％減）となりました。

[ 米州 ]

売上高は、主要得意先の自動車生産台数の増加により、２７億５千１百万円（前年同期比52.7％増）

となりました。営業利益は、新車立ち上げに伴うコスト増により、５千７百万円の損失（前年同期は５

百万円の利益）となりました。

[ アジア ]

売上高は、中国の自動車生産台数が引き続き増加したことにより、７０億３千５百万円（前年同期比

3.2％増）となりました。営業利益は、モノ造り改善のグロ－バル展開・調達資材の現地化・汎用化の

効果などにより、１４億３千９百万円（前年同期比37.4％増）となりました。
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(2)  財政状態の分析

（資産）

流動資産は、前連結会計年度末に比べて現金及び預金が８億４千万円、たな卸資産が１億２千万円

増加したことなどにより、１４億８千７百万円増加の２５７億２千５百万円となりました。

固定資産は、前連結会計年度末に比べて有形固定資産が２億５千９百万円増加、投資有価証券が５

億７千９百万円減少したことなどにより、３億３千１百万円減少の２２１億４千４百万円となりまし

た。

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて１１億５千６百万円増加の４７８億６千９百万円

となりました。

（負債）

流動負債は、前連結会計年度末に比べて支払手形及び買掛金が１２億５千３百万円、未払法人税等

が３億３千８百万円減少、短期借入金及び１年内返済予定の長期借入金が１０億６千３百万円、未払

費用が５億９百万円増加したことなどにより、１千万円増加の１７４億７千４百万円となりました。

固定負債は、前連結会計年度末に比べて長期借入金が８億９百万円減少したことなどにより、８億

１千９百万円減少の６８億３百万円となりました。

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて８億９百万円減少の２４２億７千８百万円とな

りました。

（純資産）

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて利益剰余金が１８億２千３百万円増加したことなどによ

り、１９億６千５百万円増加の２３５億９千１百万円となりました。
　

(3)  キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間の現金及び現金同等物は３６億６千２百万円と、期首に比べて８億４千

万円の増加となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が３９億３百万円、減価償却費

８億１千８百万円、法人税等の支払額１９億９千４百万円などにより、１５億４千９百万円の増加

（前年同期は１５億３千９百万円の増加）となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得９億８千５百万円などにより、１０億

８百万円の減少（前年同期は６億５千２百万円の減少）となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、有利子負債の増加２億３千５百万円、配当金の支払額４億

２千８百万円などにより、２億１千６百万円の減少（前年同期は１３億４千２百万円の減少）となり

ました。
　

(4)  事業上及び財政上の対処すべき課題

当第２四半期連結累計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変

更及び新たに生じた課題はありません。
　

(5)  研究開発活動

当第２四半期連結累計期間の研究開発費の総額は４億９千３百万円であります。
　

(6)  従業員数

当第２四半期連結累計期間において、連結会社又は提出会社の従業員数の著しい増減はありませ

ん。
　

(7)  生産、受注及び販売の実績

当第２四半期連結累計期間において、生産、受注及び販売実績の著しい変動はありません。
　

(8)  主要な設備

当第２四半期連結累計期間において、主要な設備の著しい変動及び主要な設備の前連結会計年度末

における計画の著しい変更はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 160,000,000

計 160,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第２四半期会計期間末
現在発行数(株)
(平成24年９月30日)

提出日現在発行数(株)
(平成24年11月９日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 67,299,522 67,299,522
東京証券取引所 
（市場第一部）

単元株式数は1,000株であ
ります。

計 67,299,522 67,299,522― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

　

当第２四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

　

決議年月日 平成24年７月25日

新株予約権の数(個) 78 (注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 78,000 (注)２

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり1円

新株予約権の行使期間 平成24年８月30日～平成54年８月29日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)

発行価格    481円
資本組入額  241円

新株予約権の行使の条件 (注)３

新株予約権の譲渡に関する事項 当社取締役会の決議による承認を要する。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)４

EDINET提出書類

鬼怒川ゴム工業株式会社(E01104)

四半期報告書

 6/22



　
(注) １．新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株であります。

２．  新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という）以降、当社が当社普通株式の株式分割（当社普通株

式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ）又は株式併合を行う場合には、次の算式により

付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

  調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率

  調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を定めないときはその効力

発生日）以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本

金又は準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、

当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総

会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。

  また、割当日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必

要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。

付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約

権原簿に記載された各新株予約権を保有する者（以下、「新株予約権者」という）に通知又は公告する。ただ

し、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告す

る。

３．新株予約権の行使の条件

（1）新株予約権者は、当社の取締役、及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日（以下、「地位喪失日」と

いう）の翌日以降、新株予約権を行使することができる。

（2）上記（1）にかかわらず、新株予約権者は、平成24年８月30日から平成54年８月29日の期間内において以

下の①又は②に定める場合（ただし、②については、後記（注４）に従って新株予約権者に再編対象会

社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約若しくは株式移転計画において定められてい

る場合を除く）には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。

①新株予約権者が平成53年8月30日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合

平成53年8月30日から平成54年8月29日

②当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式

移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議

がなされた場合）

当該承認日の翌日から15日間

（3）上記（1）及び（2）①は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。

（4）新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。

４．組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

  当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当社が分割

会社となる場合に限る）又は株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る）

（以上を総称して以下、「組織再編行為」という）をする場合には、組織再編行為の効力発生日（吸収合併に

つき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収

分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がそ

の効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ）の直前におい

て残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合

につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という）の新株

予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨

を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定め

ることを条件とする。

（1）交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

（2）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

（3）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、前記（注２）に準じて決定する。
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（4）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に

上記（3）に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる

金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることがで

きる再編対象会社の株式１株当たり１円とする。

（5）新株予約権を行使することができる期間

新株予約権の行使期間開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行

使期間の満了日までとする。

（6）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第

1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、

これを切り上げる。

②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本

金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

（7）譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

（8）新株予約権の取得条項

以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合

は、当社の取締役会決議がなされた場合）は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権

を取得することができる。

①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

②当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案

③当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案

④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要するこ

とについての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑤新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の

承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得

することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

（9）その他の新株予約権の行使の条件

前記（注３）に準じて決定する。

　
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成24年９月30日 ― 67,299,522 ― 5,654,585 ― ―
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(6) 【大株主の状況】

平成24年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

みずほ信託銀行株式会社  退職給付信
託日産自動車口  再信託受託者 
資産管理サービス信託銀行株式会社

東京都中央区晴海１－８－１２ 13,626 20.25

東洋ゴム工業株式会社 大阪府大阪市西区江戸堀１－１７－１８ 8,000 11.89

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB, UK6,029 8.96

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社（信託口）

東京都中央区晴海１－８－１１ 3,606 5.36

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（信託口）

東京都港区浜松町２－１１－３ 3,446 5.12

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内１－６－６ 1,793 2.66

株式会社みずほコーポレート銀行 東京都千代田区丸の内１－３－３ 1,336 1.99

株式会社損害保険ジャパン 東京都新宿区西新宿１－２６－１ 873 1.30

株式会社りそな銀行 大阪府大阪市中央区備後町２－２－１ 815 1.21

株式会社常陽銀行 茨城県水戸市南町２－５－５ 737 1.09

計 ― 40,263 59.83

(注)  「みずほ信託銀行株式会社退職給付信託日産自動車口」名義の株式13,626千株は日産自動車株式会社が保有

する当社株式を退職給付信託として信託設定したものであり、議決権については日産自動車株式会社が指図権

を留保しております。

　
(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】
平成24年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 65,000

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 66,831,000 66,831 ―

単元未満株式 普通株式 403,522 ― ―

発行済株式総数 67,299,522― ―

総株主の議決権 ― 66,831 ―

(注)  「単元未満株式」欄の普通株式には当社所有の自己株式233株が含まれております。

　
② 【自己株式等】

平成24年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
鬼怒川ゴム工業㈱

千葉市稲毛区長沼町330 65,000 ─ 65,000 0.10

計 ― 65,000 ─ 65,000 0.10

　
２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間(平成24年７月１日

から平成24年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成24年４月１日から平成24年９月30日まで)

に係る四半期連結財務諸表について、明和監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,821,659 3,662,555

受取手形及び売掛金 ※２
 15,383,903

※２
 15,478,261

商品及び製品 1,339,421 1,270,329

仕掛品 1,192,557 1,204,083

原材料及び貯蔵品 1,716,709 1,894,830

その他 1,844,504 2,278,203

貸倒引当金 △61,121 △62,736

流動資産合計 24,237,634 25,725,527

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 4,772,366 4,658,469

機械装置及び運搬具（純額） 3,459,668 3,670,948

工具、器具及び備品（純額） 579,034 494,745

土地 10,338,766 10,353,991

建設仮勘定 210,832 441,662

有形固定資産合計 19,360,668 19,619,817

無形固定資産

のれん 175,642 133,134

その他 257,853 243,790

無形固定資産合計 433,496 376,925

投資その他の資産

投資有価証券 1,965,883 1,386,525

その他 736,504 783,449

貸倒引当金 △21,058 △22,683

投資その他の資産合計 2,681,329 2,147,292

固定資産合計 22,475,494 22,144,034

資産合計 46,713,128 47,869,561
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 ※２
 8,008,369

※２
 6,755,098

短期借入金 2,162,144 3,434,007

1年内返済予定の長期借入金 1,875,809 1,667,528

未払費用 982,715 1,492,254

未払法人税等 1,832,274 1,493,891

賞与引当金 907,393 860,131

その他 1,695,426 1,771,587

流動負債合計 17,464,134 17,474,498

固定負債

長期借入金 2,110,114 1,300,944

退職給付引当金 2,749,982 2,736,470

役員退職慰労引当金 181,998 42,148

その他 2,581,160 2,723,960

固定負債合計 7,623,254 6,803,522

負債合計 25,087,388 24,278,021

純資産の部

株主資本

資本金 5,654,585 5,654,585

資本剰余金 849,597 849,597

利益剰余金 13,809,884 15,633,439

自己株式 △26,111 △27,154

株主資本合計 20,287,956 22,110,467

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 13,283 1,308

土地再評価差額金 2,471,580 2,471,580

為替換算調整勘定 △1,755,491 △1,635,969

その他の包括利益累計額合計 729,372 836,918

新株予約権 － 9,360

少数株主持分 608,411 634,793

純資産合計 21,625,740 23,591,539

負債純資産合計 46,713,128 47,869,561
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年９月30日)

売上高 33,717,642 34,498,908

売上原価 26,603,861 27,315,237

売上総利益 7,113,780 7,183,671

販売費及び一般管理費

荷造及び発送費 591,939 712,001

従業員給料及び賞与 849,933 871,143

法定福利及び厚生費 195,304 199,733

退職給付費用 70,199 60,049

賞与引当金繰入額 145,211 119,298

役員退職慰労引当金繰入額 21,440 6,771

減価償却費 86,902 74,979

賃借料 95,610 89,219

消耗品費 74,642 93,673

のれん償却額 34,657 42,508

その他 1,023,920 986,728

販売費及び一般管理費合計 3,189,762 3,256,106

営業利益 3,924,017 3,927,565

営業外収益

受取利息 8,100 19,290

受取配当金 2,774 4,253

持分法による投資利益 13,767 45,687

固定資産賃貸料 30,849 25,665

助成金収入 65,685 2,890

その他 95,065 113,521

営業外収益合計 216,243 211,308

営業外費用

支払利息 81,381 47,840

為替差損 82,441 96,698

その他 59,559 51,199

営業外費用合計 223,383 195,739

経常利益 3,916,878 3,943,133
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年９月30日)

特別利益

固定資産売却益 2,818 14,673

その他 544 －

特別利益合計 3,362 14,673

特別損失

固定資産除却損 10,001 1,027

割増退職金 24,758 47,695

災害による損失 17,648 －

その他 1,995 5,961

特別損失合計 54,405 54,684

税金等調整前四半期純利益 3,865,835 3,903,122

法人税等 1,285,195 1,626,155

少数株主損益調整前四半期純利益 2,580,640 2,276,967

少数株主利益 101,915 49,995

四半期純利益 2,478,724 2,226,971

EDINET提出書類

鬼怒川ゴム工業株式会社(E01104)

四半期報告書

14/22



【四半期連結包括利益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 2,580,640 2,276,967

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △8,524 △11,974

為替換算調整勘定 △9,968 125,335

持分法適用会社に対する持分相当額 16,720 13,363

その他の包括利益合計 △1,772 126,724

四半期包括利益 2,578,868 2,403,691

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 2,491,511 2,334,518

少数株主に係る四半期包括利益 87,356 69,172
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 3,865,835 3,903,122

減価償却費 1,058,974 818,962

のれん償却額 34,657 42,508

貸倒引当金の増減額（△は減少） △14,964 2,926

退職給付引当金の増減額（△は減少） 15,206 △13,766

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △47,942 △139,849

受取利息及び受取配当金 △10,875 △23,543

支払利息 81,381 47,840

有形固定資産売却損益（△は益） △2,142 △14,612

有形固定資産除却損 10,001 1,027

持分法による投資損益（△は益） △13,767 △45,687

売上債権の増減額（△は増加） △3,800,035 △38,182

たな卸資産の増減額（△は増加） 219,412 △94,157

仕入債務の増減額（△は減少） 1,358,041 △1,330,008

未払消費税等の増減額（△は減少） △77,794 △136,285

その他 117,757 468,882

小計 2,793,747 3,449,176

利息及び配当金の受取額 213,388 143,151

利息の支払額 △81,298 △47,788

法人税等の支払額 △1,386,662 △1,994,698

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,539,174 1,549,841

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △463,219 △985,778

有形固定資産の売却による収入 2,709 42,057

その他 △191,674 △64,576

投資活動によるキャッシュ・フロー △652,184 △1,008,297

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 696,194 1,268,324

長期借入金の返済による支出 △1,360,072 △1,032,475

自己株式の取得による支出 △304,001 △1,042

配当金の支払額 △335,619 △403,417

少数株主への配当金の支払額 △29,761 △25,544

その他 △9,015 △22,204

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,342,274 △216,360

現金及び現金同等物に係る換算差額 19,255 39,902

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △436,029 365,085

現金及び現金同等物の期首残高 2,574,988 2,821,659

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

62,416 475,809

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１
 2,201,375

※１
 3,662,555
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【連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更】
　

当第２四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日  至  平成24年９月30日)

（連結の範囲の重要な変更）

第１四半期連結会計期間より、重要性が増した「鬼怒川橡塑(蕪湖)有限公司」及び「PT.KINUGAWA

INDONESIA」を連結の範囲に含めております。

　
【会計方針の変更等】

　

当第２四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日  至  平成24年９月30日)

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に

取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

これによる、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は

軽微であります。

　
【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　

当第２四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日  至  平成24年９月30日)

（税金費用の計算）

税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会

計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

　
【追加情報】

　

当第２四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日  至  平成24年９月30日)

（役員退職慰労金制度の廃止）

当社は、平成24年６月26日開催の第73期定時株主総会において、役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給を

決議しました。

これに伴い、当社の「役員退職慰労引当金」の金額を取り崩し、打切り支給額の未払い分156,539千円を長期

未払金として固定負債の「その他」に含めて表示しております。

　
【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

１  債務保証

金融機関からの借入金に対して、次のとおり債務保証を行っております。

　
前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

従業員 41,687千円 39,457千円

　
※２  四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。

なお、当第２四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満

期手形が、四半期連結会計期間末残高に含まれております。

　
前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

受取手形 98,084千円 137,707千円

支払手形 147,458千円 199,281千円
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※１  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

は、次のとおりであります。

　
前第２四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日
至  平成24年９月30日)

現金及び預金 2,201,375千円 3,662,555千円

現金及び現金同等物 2,201,375千円 3,662,555千円

　
(株主資本等関係)

前第２四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年９月30日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年６月24日
定時株主総会

普通株式 335,619 5.00平成23年３月31日 平成23年６月27日 利益剰余金

　
２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計

期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

　
３．株主資本の著しい変動

株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動はありません。

　
当第２四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年９月30日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年６月26日
定時株主総会

普通株式 403,417 6.00平成24年３月31日 平成24年６月27日 利益剰余金

　
２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計

期間の末日後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年11月９日
取締役会

普通株式 268,937 4.00平成24年９月30日 平成24年12月３日 利益剰余金

　
３．株主資本の著しい変動

株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ  前第２四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年９月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　 　 　 　 　 (単位：千円)

　

報告セグメント
調整額
(注)１

四半期連結損益
計算書計上額

日本 米州 アジア 計

売上高 　 　 　 　 　 　

外部顧客への売上高 25,099,9961,801,6506,815,99533,717,642― 33,717,642

セグメント間の内部売上高
又は振替高

1,089,034 ― 191,0001,280,035△1,280,035 ―

計 26,189,0311,801,6507,006,99534,997,677△1,280,03533,717,642

セグメント利益 2,870,2535,1531,047,3833,922,7901,227 3,924,017

(注)１．セグメント利益の調整額は、セグメント間取引に係る未実現利益の消去であります。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　

Ⅱ  当第２四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年９月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　 　 　 　 　 (単位：千円)

　

報告セグメント
調整額
(注)１

四半期連結損益
計算書計上額

日本 米州 アジア 計

売上高 　 　 　 　 　 　

外部顧客への売上高 24,712,3222,751,5767,035,00934,498,908― 34,498,908

セグメント間の内部売上高
又は振替高

1,411,135 ― 287,2441,698,379△1,698,379 ―

計 26,123,4582,751,5767,322,25436,197,288△1,698,37934,498,908

セグメント利益又は損失(△) 2,537,499△57,3991,439,3083,919,4088,156 3,927,565

(注)１．セグメント利益又は損失(△)の調整額は、セグメント間取引に係る未実現利益の消去であります。

２．セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　

２．報告セグメントの変更等に関する事項

会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更に記載のとおり、法人税法の改正に伴

い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資産については、改正後の

法人税法に基づく減価償却の方法に変更したため、報告セグメントの減価償却の方法を改正後の法人税

法に基づく方法に変更しております。

当該変更による、当第２四半期連結累計期間の「日本」のセグメント利益に与える影響は軽微であり

ます。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益及び算定上の基

礎は、以下のとおりであります。

　

項目
前第２四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日
至  平成24年９月30日)

(1) １株当たり四半期純利益 37円18銭 33円12銭

（算定上の基礎） 　 　

四半期純利益金額(千円) 2,478,724 2,226,971

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る四半期純利益金額(千円) 2,478,724 2,226,971

普通株式の期中平均株式数(株) 66,674,602 67,235,071

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 ―円―銭 33円12銭

（算定上の基礎） 　 　

四半期純利益調整額(千円) ― ―

（うち支払利息（税額相当額控除後）(千円)） (―) (―)

普通株式増加数(株) ― 3,552

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前
連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

― ―

（注）前第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記

載しておりません。

　
２ 【その他】

　
第74期（平成24年４月１日から平成25年３月31日まで）中間配当について、平成24年11月９日開催の取

締役会において、平成24年９月30日の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを

決議いたしました。

①  配当金の総額                                268,937千円

②  １株当たりの金額                                4円00銭

③  支払請求権の効力発生日及び支払開始日   平成24年12月３日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成24年11月９日

鬼怒川ゴム工業株式会社

取締役会  御中

　

明和監査法人

　

代表社員
業務執行社員

　 公認会計士    西    川    一    男    印

　
業務執行社員 　 公認会計士    金    井    匡    志    印

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている鬼怒
川ゴム工業株式会社の平成24年４月１日から平成25年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期
間(平成24年７月１日から平成24年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成24年４月１日から平成
24年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四
半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して
四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな
い四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。
　
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸
表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レ
ビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施
される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において
一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手
続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
　
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正
妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、鬼怒川ゴム工業株式会社及び連結子会社の平
成24年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッ
シュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ
た。
　
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
　

 

(注) １．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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